








３. 同日 懇親会 開催

≪法務局､ 三士業も参加して懇親会を

行った｡≫

４. 業務研修会 (必要に応じて開催)

５. 法務局との協議会(必要に応じて開催)

６. 無料法律相談 (10月３日～７日)

≪各事務所にて開催予定である｡≫
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１. 支部総会 (４月23日 対馬市交流セ

ンター)

２. 本会総会 長崎市 (５月)

３. 第１回支部長会議 長崎市 (６月)

５. 第２回支部長会議 (１２月)

６. 忘年会 (１２月)

≪司法書士会との合同で計画している｡≫

７. 第３回支部長会議 (３月)

８. その他

≪公嘱協会と合同で研修会を実施する

予定である｡≫

議長は､ 本会事業執行計画について本会

役員の説明を求めた｡

平田利之総務部長より､ 順次説明が下記

資料に基づきなされた｡
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平成23年度本会事業計画

� � �

	� !"#!$%&'(�)*�+

・新システムの利用促進

・情報収集と発信

・ＩＣカード更新の啓発
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・会則､ 諸規程の検討

・諸規程集の発行

5�678��*9:

・ウェブ利用の会議の方法についての研究
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・三団体協議会開催
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・会員名簿の発行

・災害復旧支援協定締結についての検討

・非土地家屋調査士実態調査への対応
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・共済金制度の検討
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・会報ながさきへの広告掲載

・新入会員への入会手続き時に加入啓蒙
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≪池田悦郎財務担当副会長より､ その他

の議題で上程する旨の説明がなされた｡≫
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・日常業務を行う上での必要な事項の研

究及び研修を行う｡

・改訂予定の不動産調査報告書の研究及

び研修を行う｡

・新オンライン申請の技術的 (実務的)

なことについての研究及び研修を行う｡
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・報酬額の概要及び積算基準等必要な事

項の研究及び研修を行う｡
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・境界鑑定委員会と連携し､ 第６回の境

界鑑定講座を開催する｡
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・全体研修会 年間３回

・有料研修会の実施
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・他県調査士会主催の研修会の案内

・他団体主催の研修会の案内
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・協力員として受講生の支援
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・ ｢測量実務研修会｣ への参加支援

・九州ブロック協議会開催の新人研修会

への対応
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・本会､ 他県会､ 支部､ 公嘱協会等の研

修会におけるＣＰＤポイントの管理
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・日調連ｅラ－ニングへの対応
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・平成２３年９月下旬発行予定
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・会員掲示板利用促進

・ブログの常時更新

・支部便りの掲示促進
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・各支部の無料相談会,行政庁の主管す

る市民相談への支援

・各支部の出前授業への支援

・カレンダーの作成協力

・新聞､ ラジオ等ＣＭ検討
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・登記所備付地図及び各市が実施する地

籍調査事業に対して必要に応じ､ 法務

局及び市役所と協議を行い､ 円滑に作

業が行えるよう協力する｡
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・研修会等を開催し､ 筆界特定調査員並
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びに筆界特定申請代理人としての資質

の向上を図る｡

・筆界特定室とＡＤＲセンターの連携を

図る｡
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・協議会を随時開催し､ 意見交換等連携

を図る
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・｢人にやさしい解決｣ ｢必要とされる土

地家屋調査士｣ を念頭においたセンター

業務の運営・実施
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・ＡＤＲに関する研修会の開催
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・筆界特定制度との連携検討

・法務局との協定締結についての協議・

検討
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・規則等の見直し検討

・センター業務の実施内容の検討

・認証取得の検討

議長は､ 議題１) 平成23年度 各支部・

本会事業計画の具体的な執行について意見・

質問等求めた｡

【意見】第93条不動産調査報告書について

は､ 嘱託事件は１枚で良いと聞い

ている｡ 嘱託事件も土地家屋調査

士同程度の報告書を提出するよう

に関係区へ働きかけはできないも

のか｡ 結果として､ 公嘱社員の業

務が増加に繋がるのではないか｡

【意見】個人申請は､ 実地調査書の添付が

省略されている｡ 処理の在り方自

体について本部で具体策を検討し

ていただきたい｡

【意見】登記完了の遅延が感じられる｡ 93

条の不動産調査報告書は､ 何の為

にあるのか等の意味合いを十分揉

んでいただきたい｡
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議長は､ 議題２) 平成23年度支部長会の

開催予定についてについて意見を求めたが､

特に意見はなく､ 例年のとおり12月第１週､

３月第１週の土曜日で決定した｡
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会議携帯 19年度実施日 21年度実施日 23年度決定日

会長召集 19年６月18日 (土) 21年７月18日 (土) 23年７月23日 (土)

議長召集 － 23年10月前後開催
(議題その他で追加)

議長召集 19年12月１日 (土) 21年12月５日 (土) 23年12月３日 (土)

会長召集 20年３月１日 (土) 22年３月６日 (土) 24年３月３日 (土)
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議長は､ 議題３) 連合会大規模災害基金

の募金の対応について本会役員の説明を求

めた｡

池田悦郎財務担当副会長より､ 下記資料

に基づき説明がなされた｡

長 調 発 第 号

平成２３年７月２３日

支 部 長 各位

長崎県土地家屋調査士会

会 長 針本 久則

連合会大規模災害基金の募金協力について

(お願い)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し

上げます｡

平素は本会の会務運営に格別のご協力を

賜り厚くお礼申し上げます｡

本基金につきましては､ 阪神・淡路大震

災の対応の経験を礎に､ 連合会において､

平成９年に制定され､ 各単位会に募金の協

力をお願いしているものであります｡

その基金の積立目標額は３億円とされて

いますが､ 平成23年３月末現在で､ 約１億

4,200万円であります｡ 本年３月11日に発

生した東日本大震災により被害を受けられ

た会員の所属する宮城県､ 福島県､ 岩手県

土地家屋調査士会へ合計50,200,000円を給

付金として支給しております｡

つきましては､ 前年同様､ 会員の方々の

ご協力を頂きますよう､ 各支部長様にお願

い致します｡

記

１. 金 額 1,000円 (１人当り)

２. 納入時期 平成23年12月末日迄

以 上

議長より､ 各支部長に意見を求めたが､

特になく例年のとおり協力する事となった｡
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議長は､ 議題４) 土地家屋調査士法施行

規則第39条の２の規定による調査の実施に

ついて本会役員の説明を求めた｡

平田利之総務部長より､ 別紙資料 (省略)

に基づき説明がなされた｡

議長は､ 意見等求めたが､ 特になかった｡
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議長は､ 議題５) その他について意見は

ないか出席役員に求めた｡

池田悦郎財務担当副会長より､ 共済金制

度検討委員会について口頭にて今までの経

緯､ 現状等について概要説明がなされた｡

また､ 委員会構成メンバーの選出について､
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長崎､ 大村､ 諫早､ 島原､ 佐世保支部から

１名選任していただきたい旨の説明がなさ

れた｡

議長は､ 各支部長に意見を求めた｡

【意見】委員会を組成せずに､ 支部長会議

の建議議案としては､ どうか｡

【意見】個人のお金問題を､ 支部長に委ね

るのは重すぎる感があり､ いかが

なものか｡

【意見】口頭ではなく､ 文書で現状と ｢た

たき台｣ を提出していただきたい｡

【意見】現状は規定改正前後で格差が大き

い状態なので､ 若い会員の不満が

ある｡ 積立金を一旦公平に精算し､

新しい制度設計を早急に検討すべ

きではないか｡

議長は､ 本日は意見が纏らないので､ 12

月までにあと一回支部長会議を開催すると

いうことになった｡ 議長と本会役員で日程

調整を行い､ 基本的には廃止の方向で検討

し､ 今までの経緯､ 現状等や清算案等を執

行部に提案していただき､ 再度協議をする

こととなった｡

議長は､ その他について何か意見はない

か尋ねた｡

研修部担当より､ 今までのＣＰＤポイン

ト公開について､ 理事会の意見として支部

長を通じて会員に確認してはどうかとの意

見があったが如何なものか｡

【意見】支部長自身も把握していないのに､

無理があるのではないか｡

【意見】本会で公開し､ 修正に応じる方策

はどうか｡

【意見】公開すると何で公開したかとの苦

情が危惧される｡

【意見】公開する意味合いが理解できない｡

会員同士の足の引っ張り合いが否

めない｡ こんなことより､ 日調連

会長の言う ｢業務維持拡大｣ に係

る内容をもっと検討すべきではな

いか｡

【意見】一般の国民が､ 土地家屋調査士を

選択する ｢物差し｣ の一つとして

必要ではないか｡

議長より､ その他意見はないかどうか諮っ

たが､特になく本日の支部長会議は終了した｡
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長崎支部
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平成23年１月20日付入会

私は､ 高校卒業後､ 熊本

の九州測量専門学校で､ １年間学び､ 長崎

市内の測量会社に就職しました｡ ……とは

いっても自分の意志で測量業を志すことに

なったのではなく､ ｢ただ､ なんとなく｣

でした｡

学生時代から､ 体育だけは成績がよく､

体を動かすのが好きだからと息子の将来を

心配した両親の勧めからでした｡

測量会社就職後は､ とにかく､ 両親に心

配かけないようにと､ 会社を休まない､ 辞

めないことを心がけてきました｡

しかし､ いつも遊びのことで頭の中が､

いっぱいだったため､ スキルアップなどと

いう言葉は､ 無縁でした｡

そんな時､ 土地家屋調査士という資格が

あることを知りました｡

測量士と土地家屋調査士では､ 業務内容

的に何が違うのかという興味から､ 滅多に

立ち寄ることのない本屋さんに足を運んだ

のが､ 今となっては､ 土地家屋調査士を志

すきっかけとなったと同時に､ ｢ただ､ な

んとなく｣ ではなくなった瞬間であったと

思っております｡

実務経験でいうと､ 測量業務５年､ 土地

家屋調査士業務２年半と､ 日も浅く､ 諸先

生方に､ ご迷惑をお掛けすることもあるか

もしれませんが､ ※どうか温かい目で見守っ

ていただき､ 可能であるならば､ 私ごとで

恐縮ではございますが､ 褒められて伸びる

タイプでございますので､ できれば､ やさ

しく御指導いただければ､ ……伸びます｡

長崎支部
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平成23年２月１日付入会

私は､ 大学卒業後､ 測量

の専門学校を卒業し､ 北九州の土地家屋調

査士事務所に２年半程､ 勤務しておりまし

た｡ 調査士事務所に入った当初は､ 調査士

業務がどのようなものか全く知らず､ 業務

としては ｢測量をして図面を作成する｣ く

らいのものだと安易に考えていました｡ し

かし実際に補助者として業務に携わってみ

ると､ 考えていたものとは違い､ いかに大

変で難しく､ 責任の重いものであるかを痛

感させられました｡ 自分が将来､ 調査士と

してやっていけるのか不安に思う時もあり

ましたが､ 一度やると決めたのだから頑張っ

てみようと思い､ 資格取得に向け勉強を始

め､ 何とか合格することができました｡

調査士会に入会させていただき､ 数は少

ないながらも調査士として業務を行ってお

りますが､ 補助者の時にはそこまで悩まな
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かった事でも色々考えるようになり､ 業務

を成し遂げることの大変さを改めて感じて

おります｡

これからも日々勉強の連続であり､ 悩む

事が多くなりそうですが､ 細く長く､ 諸先

輩方が築き上げてきたものを汚すことがな

いよう､ また自分も諸先輩方のように調査

士会に何らかの貢献が出来るよう励んでい

きたいと思います｡ 調査士会の皆様､ 今後

ともよろしくお願い致します｡
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長崎支部
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平成23年３月１日付入会

私は､ 平成13年から今年

の２月まで､ 土地家屋調査士事務所に勤務

しておりました｡

勤めた当初は､ 何もかもがまさにゼロか

らのスタートでしたが､ その事務所に勤め

たことで､ 調査士になるという目標を見失

うことなく､ 平成20年､ 試験に合格できま

した｡ しかし､ その当時は､ 自分の中でも

う少し調査士業について学びたいという気

持ちがあったため､ 本会への入会を思いと

どまりましたが､ その後､ 事務所の先生の

後押しや知人の方々からの助言を頂いたこ

とで､ 今年､ 入会への一大決心をしました｡

これも事務所の先生をはじめ周りの皆様の

お陰と大変感謝しております｡

さて､ 入会して数カ月が経過しましたが､

本会の諸先輩方と同様に､ 不動産登記及び

土地境界の専門家として知識と技術が求め

られるという､ これまで以上の大きな責任

を､ 日々痛感しながら業務に最善を尽くし

ております｡

最後にこれまで､ 諸先輩方が築いて来ら

れた歴史と伝統に恥じぬよう､ また､ 本会

の発展につながるよう､ 日々研鑚を積んで

いき､ 使命と公正さを忘れず､ 調査士とし

て精進していきたいと思いますので､ ご指

導のほど､ よろしくお願いいたします｡

佐世保支部
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平成23年４月１日付入会

普通は､ どこかの調査士

事務所で少々お世話になり､ 多少の経験を

積んでから調査士に登録されるらしいです

が､ 私が調査士会に入会したのは､ 調査士

試験に合格した勢いと言いますか､ 周りの

影響と言いますか､ 若干私自身が思い描い

ているビジョンよりも足早に事が進み､ 相

当の混乱と不安がありましたし､ 現在それ

らを完全には拭えてないですが､ 佐世保支

部長の松本さんをはじめ､ 他の調査士の方々

の指導やお話を聞き､ 自分の無知さを実感

し､ 今後も努力の必要性を感じ､ そして真
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面目に頑張ればどうにかなっていくのでは

という楽観的な考えが融合した複雑な感情

を最近抱いています｡

先輩会員の皆様の視点から見れば､ 私の

今までの経験は小さいものだと認識してい

ますが､ これまでに多少ＧＩＳを嗜む程度

ですが係る事があり､ その利便性に感動を

持ちまして､ 現時点ではＧＩＳソフトを購

入する予算もありませんし､ 目途すらもあ

りませんし､ 目的も漠然としていますが､

通常業務とは別に通常業務とリンクするよ

うな何か､ またはまったく関係のないとこ

ろでＧＩＳを使い何かをやりたい願望があ

ります｡ そのような何かをするために､ 調

査士で行う業務や得られる知識はとても有

益になるのかなと推測しており､ 通常業務

を含め､ その他の様々な知識を得たいなと

考えています｡ 関連として､ 佐世保のＬＰＭ

Ｓ実行委員会についても話を聞ける機会を

頂き､ 大変感謝しています｡

最後ではありますが､ まだまだ未熟だと

実感しています｡ 機会がありましたら御指

導御鞭撻のほどよろしくお願いします｡

五島支部
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平成23年６月１日付入会

会員の皆さん初めまして､

私は今年３月で公務員を定年退職しました｡

この機会に以前 (昭和55年) 取得した土地

家屋調査士の資格を活かそうと､ 今年６月

に入会させていただきました｡

土地家屋調査士の資格に興味を抱いたの

は､ 当時職場の敷地内で開業されていた､

司法書士や土地家屋調査士の方に接したの

がきっかけです｡

その頃は景気もよく土地家屋調査士の仕

事量も多く､ 魅力的な仕事だと思い資格取

得を志しました｡

合格後30年間は全く調査士に関する実務

経験もなく､ 開業するかどうか迷いました｡

しかし､ 調査士として役割を果たせるか不

安を感じながらも､ 一度は志した仕事であ

り､ その思いが今でも強く､ 今回調査士と

しての第一歩を踏み出しました｡

また先日､ 土地家屋調査士会事務局にて､

会長より登録証及び倫理綱領を頂いたとき

は､ 身の引き締まる思いがし､ 倫理綱領の

使命・公正・研鑚に応えるべき日々努力し､

依頼者から信頼されるような調査士を目指

して業務に励んでいきたいと考えています｡

最後に会員の皆様方､ 今後ともご指導ご

鞭撻のほどよろしくお願い致します｡

それから五島支部の支部長さんを始め支

部会員の方々には､ 特にお世話になるかと

思いますので､ よろしくお願いします｡

����������������������������������������������
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【第２回研修会】

日 時：平成��年��月��日 (金)

場 所：市町村会館 (長崎市)

研修内容：・法��条第１項地図の作成年代別の精度について (仮)

・日調連ｅラーニングの利用について

・現在のＡＤＲセンターの実情とこれからの土地家屋調査士の対応

(静岡大学大学院 法務研究科 准教授 和田直人先生による講義)

�����

【全国一斉無料相談会実施予定】

長 崎 支 部 ��月１日 (土) 午前��時～午後４時 長崎市立図書館

大 村 支 部 ��月１日 (土) 午後１時～午後５時 大村市総合福祉センター

諫 早 支 部 ��月１日 (土) 午前��時～午後３時 諫早市民センター

��月１日 (土) 午前��時～午後３時 西諫早公民館

佐世保支部 ��月１日 (土) 午前��時～午後４時 アルカス佐世保スピカ



去る平成23年７月22日､ 長崎市魚の町の

長崎県建設総合会館に於いて､ 本会境界鑑

定委員会のご協力を得て､ 筆界特定の勉強

会が開催されました｡

発端は､ 本会 平成22年度 第２回研修会

(平成22年11月20日開催) にて､ ｢日調連筆

界特定制度指導者養成研修の伝達研修｣ が

行われたことを受け､ これを補足するため

にも､ 具体的事例を用いて更に詳しく筆界

特定を勉強しておきたいとの､ 山崎俊雄前

支部長の発案でした｡

これを現役員が引継ぎ､ ようやく実現の

運びとなりました｡

当日は､ 平日の多忙な時間にもかかわら

ず､ 27名の支部会員が出席されました｡

その中に､ 若手の皆様の顔が比較的多数

見受けられたように感じます｡

出席者は５班に別れ､ 各々経験のある班

長の下､ 本会ホームページ上に掲載された

筆界特定事例１ ｢分筆線ＶＳ占有界｣ を用

いて､ 代理人としての立場から､ 筆界特定

申請書の書き方の検討､ および筆界調査委

員としての立場から､ 筆界調査委員の意見

書を作成してみるということを行いました｡

筆界特定申請書については､ 参加者の宿

題として事前に作成して頂き､ それを基に

各班にて書き方を検討し､ 筆界調査委員の

意見書については､ 各班にて事例とその資

料を基に議論してまとめてゆくという形で

進行しました｡

筆界調査委員の意見書をまとめるについ

ては､ 筆界を導き出さなければならず､ 各

班資料と首っ引きで喧々諤々と議論をなさっ

ていました｡ ３時間強ほどの時間は､ あっ

という間に過ぎていったように感じます｡

定時の後､ 各班なりの意見まとめを発表

しました｡

種々意見が発表されましたが､ 事例に添

付された資料だけでは､ 答えを導き出すに

は材料不足であったようで､ これだけでは

判断できない等の意見があり､ 皆様何らか

のまとめを行うについて苦労なさったよう

でした｡

最後に､ 全体で意見の交換等を行った後､

散会となりました｡

未経験者にあっては､ 現に筆界調査委員

をなさっている皆様のご苦労いかばかりか､

拝察されるひと時ではなかったかと思われ

ます｡

また､ 今回の研修は､ 班ごとの討論形式

で進行したため､ 各人発言の機会も比較的

多く､ 研修もさることながら､ 様々な意見

判断を見聞きすることができ有意義な時間

ではなかったかと思います｡

―��―
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長崎副支部長 � � � �



大村支部では､ ７月28日 (木) 夕方より

おおむら夢ファーム“シュシュ”の ｢ぶど

う畑のレストラン｣ にて､ 毎年恒例の納涼

会を開催しました｡ 今年も司法書士会大村

支部との合同で､ 各会員・補助者合わせて

約30名の参加で行いました｡

普段の業務以外で司法書士の先生や補助

者の方との交流があまりない中､ 今年も大

変有意義で楽しい会となりました｡ 不動産

登記を生業とする者同士､ 話は尽きず将来

を語り合い､ 交流を深めることができました｡

“シュシュ”のレストランは大村を眼下

に一望できるロケーションに有り､ 天気も

良く､ 夕日が西彼杵半島の稜線に沈み刻一

刻と変化するグラデーションと大村の景色

を眺めながらゆったりとした時間を楽しみ

ました｡

みなさんも大村に来られた際､ 是非おお

むら夢ファーム“シュシュ”に立ち寄られ

てはいかがでしょうか｡ 大村の地産地消で

ある食べ物と素晴らしい景色で､ きっと満

足されることと思います｡

―��―
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大村支部長 � � � �

ぶどう畑のレストラン レストランのガーデン

大村の景色



諫早支部では､ ４月23日 (土) 午後３時

～４時まで､ 国見町割烹 『浜河岸』 におい

て､ 支部研修会を開催しました｡ テーマは

昨年からの島原市での国土調査の経験を学

ぶ事でした｡ 支部総会と同日同会場でした

ので､ 34名のうち31名の参加がありました｡

講師は宮崎龍信会員と前田明俊会員にお

願い致しました｡ 作業内容については､ 復

元測量を実施したり､ 境界点の測量も平面

位置のみならず高さも測量したりと大変な

意気込みが感じられる研修でした｡ また筆

界未定地も少なく出来たとの報告がありま

した｡

また同じテーマで､ ７月29日 (金) 本会

研修会終了後､ 諫早市内の 『高城会館』 に

於きまして､ 長崎市の国調に学ぶ研修会第

２弾を開催しました｡ 19名の参加がありま

した｡ 講師には嶋業務部長､ 立野役員にお

願い致しました｡ 初年度筆界未定地が 『０』

とすばらしい成果をあげられているとのこ

と｡ また､ 参入にあたっては､ 『法14条地

図作成の実績があったから受託できたので

はないか』 との経緯の説明があり､ 敬意を

表したいと思います｡

言うまでもなく朝から本会研修会､ 夕方

から支部研修会と連続の研修会に皆さんお

疲れのご様子でしたが､ 夜の納涼懇親会

[観光ホテル道具屋] で冷たいビールでの

どを潤すと疲れも吹っ飛び､ おおいに盛り

上がり､ 有意義な一日になったと思ってお

ります｡

講師の先生方には､ 忙しい中､ 資料まで､

作成していただくと共に懇親会にも参加し

ていただき有り難うございました｡ この紙

面を借りて改めて御礼申しあげます｡

諫早支部では､ 国土調査促進のため､ＥＦ

行程への参入の流れのなかで､ 行政に働き

かける為にも､ 仲間のノウハウを積極的に

吸収し､ 準備を整えて行きたいと考えてお

ります｡

今後とも､ 国土調査関連の研修会を開催

できればと考えておりますので､ ご参加の

程よろしくお願いいたします｡

―��―
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諫早支部長 � � � �



佐世保支部で行っている基準点等の情報

管理について､ ご紹介します｡ 平成15年６

月の都市再生本部の会合において､ ｢民活

と各省連携による平成地籍整備の推進｣ の

方針が示されてから８年が経過したことに

なりますが､ この方針により私たち土地家

屋調査士の周りにおいても様々な変化が訪

れることとなりました｡ ①法整備では､ 不

動産登記法や測量法､ 国土調査法といった

既存の法制度が改正され､ 地理空間情報活

用推進基本法 (ＮＳＤＩ法) が新たに制定

されました｡ ②測量環境では､ 電子基準点

網が整備されその観測情報がインターネッ

トを通じて取得できるようになり､ 仮想基

準点を利用したネットワーク型ＲＴＫ測量

が一般化してきました｡ 最近では３次元ス

キャニングによるものも出てきました｡

③県内における地籍整備では､ 法14条地図

作成事業が毎年継続されるようになり､

ＤＩＤ地区 (長崎､ 佐世保､ 島原､ 諫早､

五島､ 対馬) においては街区基準点の設置､

街区基本調査が実施され今後は地籍調査事

業に活用されることと思います｡

��������	
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長崎県土地家屋調査士会では県内の各自

治体との間で､ 不動産登記のための測量の

際に使用する公共基準点について､ 包括し

て使用承認を受けています｡ 佐世保支部の

管轄内である佐世保市から同承認を受けて

おり､ この承認に基づき佐世保市から街区

基準点と､ 市が設置した一級基準点の情報

提供を受けています｡ 佐世保支部では､ こ

れらの基準点情報を会員が日常業務におい

てスムーズに利活用できるように検討を重

ね行動して来ました｡ これが ｢基準点等の

情報管理｣ です｡ 現在提供を受けている基

準点情報は､ 佐世保市一級基準点が202点､

街区基準点が11,307点で､ 合計11,509点に

なります｡

基準点情報を利用するためには､ その情

報がどのような作業順序によって作られた

ものであるかを知ることから始まります｡

その上で､ 佐世保市からは街区基準点の座

標値情報だけではなく､ 平均図､ 観測図､

計算簿､ 成果表､ 点の記といった関係資料

まで提供を受けることができたため ｢基準

点等の情報管理｣ を検討する幅が出来まし

た｡

佐世保市における街区基準点測量は平成

18年に３工区に分けて､ 街区基本調査は､

平成19年､ 20年､ 21年に24工区に分けて行

われました｡ 作業種別と年度､ 工区がそれ

ぞれ違った情報であることが確認できたの

です｡ しかし､ 現地に存在する (または既

に存在しない) 基準点は何時どの作業で設

―��―
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佐世保支部長 � � � �



置されて､ その情報は何処にあるのかを把

握することは､ 手持ちの情報量が膨大であ

るために容易ではありませんでした｡ そこ

で支部では､ 当初は支部役員だけで､ 昨年

からは支部会員を含めた委員会を組織し､

基準点情報の処理に取り組むことにしまし

た｡ 作業を始めてから４年が過ぎ昨年度末

に佐世保市から最終年度の基準点情報の提

供を受け､ 情報処理が一区切りしたところ

で支部会員に向けて研修会を開くことが出

来ました｡ 末尾に研修会で使用した資料

(一部) を添付します｡

��������

街区基準点等の情報については､ 現在佐

世保支部のホームページを通じて公開を進

めています｡ また今後は､ スマートフォン

やタブレットを利用して現地で確認できる

ようにも試行錯誤しながら進めており､ 会

員が良質な情報を即時に取得できる体制を

整えたいと考えております｡ 同時に亡失や

異常な基準点､ 正常であった基準点の情報

の共有化と､ 基準点の管理者である佐世保

市への使用報告についても､ 遅延すること

無く管理できるように進めていきたいと考

えています｡

―��―
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氏 名 旧 事 務 所 新 事 務 所 移転年月日 所属支部

山口 康俊 大村市東本町���番地� 大村市東本町���番地� �������� 大村支部

相沢 治典 長崎市本河内�丁目	番�号 長崎市上町�番	号 �������� 長崎支部

前田 明俊 雲仙市吾妻町阿母名����番地 雲仙市吾妻町阿母名����番地��������� 諫早支部

西本 代八 雲仙市国見町神代乙�
�番地�雲仙市国見町神代甲��番地 ������� 諫早支部

松永 順泰 諫早市高来町里��
番地の�� 諫早市高来町里��
番地�� ��	���� 諫早支部

真崎 文明 諫早市東小路町��番	号 諫早市黒崎町���番地� ������� 諫早支部

寺岡 誠三 長崎市万才町�番��号フォーレ長崎県庁通り 長崎市興善町
番�号田都ビル���号 ����
��� 長崎支部

杉山 和宏 佐世保市上町	番��号 佐世保市保立町���番地�エスポワール保立����������� 佐世保支部

久保山茂生 長崎市興善町	番��号 長崎市�屋町
番��号 ������� 長崎支部

宮� 龍信 雲仙市愛野町甲字田善����番地�島原市今川町����番地� ����	��
諫早支部
→島原支部

初柴 穣 長崎市畝刈町����番地��� 長崎市岩屋町�番��号 ����	��� 長崎支部

原 晋 五島市中央町�番地	 五島市吉久木町����番地� �������� 五島支部

�����

氏 名 事 務 所 登録番号 登録年月日 生年月日 所属支部

山下 武司 長崎市布巻町���番地
 	�
 ��������

������ 長崎支部

峰 昇平 長崎市万才町�番��号 	�� �������
�	����	 長崎支部

野村 健一 長崎市下町�番	号 	�� �������
������ 長崎支部

高瀬 基嗣 北松浦郡佐々町口石免����番地�� 	�	 ����
��
������� 佐世保支部

松屋 �夫 五島市岐宿町中嶽	��番地 	�� �������
������� 五島支部

���	

氏 名 事 務 所 登録番号 退会年月日 生年月日 所属支部

西野 克毅 諫早市東小路町��番��号 �	� ��������
������� 諫早支部

江原 一駿 佐世保市木場田町�番��号 ��� �������������
��� 佐世保支部

塩塚 正宏 長崎市興善町	番	号 
�� ���������
������ 長崎支部

黒川 弘光 佐世保市花高
丁目�	番�号 ��� ��������

������� 佐世保支部

小川 健一 佐世保市吉岡町����番地	 ��	 ������
��������� 佐世保支部

中尾 駿祐 平戸市築地町���番地� ��
 ��������
	����� 平戸支部

前田 稔 松浦市志佐町里免	
�番地� �
	 �������
�����	 平戸支部

池田 義徳 長崎市金屋町	番�
号第�青電ビル�� 
�� ����	���
������� 長崎支部


��	
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江原 一駿 様
佐世保支部
平成��年��月��日御逝去 (享年��才)

謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

中尾 駿祐 様
平戸支部
平成��年２月��日御逝去 (享年��才)

謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡

前田 稔 様
平戸支部
平成��年６月２日御逝去 (享年	�才)

謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡
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年 月 日 会議名または行事名 出 席 者 場 所

平成��年４月２日 第１回九州ブロック協議会会長会議 相沢会長 熊本交通センター
ホテル

平成��年４月３日 同上 同上 同上

平成��年４月��日 第１回常任理事会 常任理事会構成員９名 事務局

平成��年４月��日 決算監査 相沢会長､ 池田悦郎副会長､ 松竹監事､ 久
保監事､ 内野監事 事務局

平成��年４月��日 第１回理事会 理事会構成員��名 長崎県市町村会
館 会議室

平成��年４月��日 第１回正副会長会議 正副会長４名､ 高橋修治総務部長 事務局

平成��年５月９日 選挙事務打合会 高橋修治常任理事､ 石橋一浩委員長 事務局

平成��年５月��日 苦情相談委員会 正副会長３名､ 大久保昌幸理事 事務局

平成��年５月��日 第２回選挙管理委員会 選挙管理委員会構成員５名 事務局

平成��年５月��日 苦情相談委員会 正副会長３名 事務局

平成��年５月�	日 第２回常任理事会 常任理事会構成員９名､ 議長候補者２名､
司会者１名 事務局

平成��年５月��日 本会総会 相沢会長以下��
名 ホテルニュー長崎

平成��年６月７日 第１回法務局登記部門との打合会 正副会長４名 事務局

平成��年６月��日 第２回九州ブロック協議会会長会議 針本会長 チサンホテル熊本

平成��年６月��日 同上 同上 同上

平成��年６月��日 日調連第��回定時総会 針本会長､ 池田悦郎副会長 東京ドームホテル

平成��年６月��日 同上 同上 同上

平成��年６月�
日 第３回常任理事会 常任理事会構成員７名 事務局

平成��年７月６日 第１回業務部､ 研修部合同部会 合同部会構成員８名 事務局

平成��年７月８日 九州ブロック協議会定時総会 正副会長４名､ 平田利之総務部長 熊本全日空ホテ
ルニュースカイ

平成��年７月９日 同上 同上 同上

平成��年７月�	日 第１回法務局との事務打合せ会 常任理事会構成員７名 長崎地方法務局
会議室

平成��年７月�	日 第４回常任理事会 同上 事務局

平成��年７月�	日 第３回理事会 理事会構成員�	名 長崎県勤労福祉
会館 会議室

平成��年７月��日 第１回紛議の調停委員会 紛議の調停委員会構成員８名 事務局

平成��年７月��日 第１回支部長会議 常任理事会構成員７名､ 支部長９名 長崎県勤労福祉
会館 会議室

平成��年７月��日 第１回総務部会 総務部会構成員５名 事務局

平成��年７月�
日 本会第１回全体研修会 針本会長以下���名 長崎県建設技術
研究センタ－

平成��年８月２日 第１回境界鑑定委員会 境界鑑定委員会構成員７名 事務局

平成��年８月４日 第１回社会事業部会 社会事業部構成員４名 事務局

平成��年８月４日 第１回広報部会 広報部会構成員５名 事務局

平成��年８月６日 九州ブロック協議会ＡＤＲ担当者育
成研修会 前田利孝センター長以下８名 チサンホテル博多

平成��年８月７日 同上 同上 同上

平成��年８月��日 第１回オンライン申請促進委員会 オンライン申請促進委員会構成員９名 事務局

平成��年８月�
日 第２回紛議の調停委員会 紛議の調停委員会構成員５名 事務局

平成��年８月��日 公嘱協会定時総会 針本会長 (来賓) セントヒル長崎

平成��年８月��日 佐賀会第１回全体研修会 坪井邦幸副会長､ 船津学研修部長 佐賀市民会館

平成��年８月��日 第２回広報部会 広報部会構成員５名 事務局

自 平成��年４月１日
至 平成��年８月��日
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海幸彦
うみさちひこ

こと火蘭降命
ほすせりみこと

は､ 父のニニギ尊の

天孫降臨の功績により､ 日向国 (宮崎県)

の国主 (領主) となっておりましたが､ い

まだ年齢が若いことと､ 母の木花開耶姫
このはなさく や ひめ

の

浮気相手の子ではないかとの疑惑から､ 邪

馬台国王朝の人々に疑われ､ 後見人として

山幸彦
やまさちひこ

こと叔父の火火出見尊
ほ ほ で み みこと

の監視を受け

ておりました｡ 自立心の強い火蘭降命は､

このことが不満でたまらず､ 大和のウマシ

マチ命､ 出雲の大国主命
おおくにぬしみこと

と同盟して邪馬

台国王朝に反乱を起こします｡ 山幸彦 (火

火出見命) を三宅城 (のちの三宅神社) に

攻めて､ 追放します｡

そして､ 火蘭降命は､ 阿蘇､ 日田をも攻

め取り､ 自分の勢力範囲とするのです｡

一方､ 日向国を追放された火火出見尊は､

逃れて北へ走り､ 甘木 (甘木市) に至りま

す｡ その地の領主､ 塩土老翁
しおつち のおじ

に助けられ､

無目堅間
まなし かた ま

(船体の隙間を粘土で固めた小舟)

で博多へ､ あるいは豊前の龍宮城 (邪馬台

国の壱与女王の君臨する御所ケ谷神護石・

山城) へ逃れ､ その地で壱与
と よ

女王の一族の

弟姫
おとひめ

を妻にもらい､ ３年間､ 暮らすことに

なるのです｡

その後､ 壱与女王は配下の韓半島大伽耶

(高霊) 領主・ウガヤフキアエズ尊に､ 南

九州の火蘭降命の討伐を命じます｡ ウガヤ

フキアエズ尊､ その子・稚三毛野命 (のち

の神武天皇) らが率いる軍勢は一年かけて

南下し､ 火蘭降命を攻め､ 降参させるので

す｡

発売・不知火書房 1,365円
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南九州の火蘭降命を降参させた邪馬台国

の壱与女王は､ 今度は重臣の布
ふ

津
つ

主
ぬし

命
みこと

を

大将軍､ 武甕槌命
たけみかづちみこと

を副将軍に任命し数千

の大軍を授けて､ 出雲の大国主命の討伐に

向かわせます｡ 大国主命は､ 子の建御名方
たけ み な かた

､

重臣の事代主命
ことしろぬしみこと

らに命じて､ それを防が

せます｡

しかし､ 戦いに疑問を抱く事代主命は丹

波 (京都府) の出雲大神宮に逃亡､ また､

建御名方は荒神谷に防戦しますが敗北､ 北

陸へ逃れます｡ 二人の有力武将を失った大

国主命は､ これ以上戦うこともできず､ 邪

馬台国軍に降参します｡ 邪馬台国は大国主

命を､ 出雲大社に幽閉し､ 五人の武将をつ

けて見張らせるのです｡

さて一方､ 出雲を降伏させた布津主命､

武甕槌命の二人の将軍は､ 軍勢を日本海航

―��―
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路で東に進ませます｡ 伯耆 (鳥取県)､ 因

幡 (鳥取県)､ 但馬 (兵庫県)､ 丹波と占領

し､ 邪馬台国の領土を拡大します｡

その後､ 武甕槌命は､ 建御名方を追って

信濃 (長野県) へ侵入､ 諏訪へ攻め込みま

す｡ 建御名方は諏訪の地で降参し､ この地

より一歩も外へ出ないことを約束して､ 諏

訪の領主 (諏訪大明神) となるのです｡

発売・不知火書房 1,155円
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この度の 『東日本大震災』 で亡くなられ

た方々のご冥福をお祈りいたしますととも

に被災された方々に心よりお見舞い申し上

げます｡ 一日でも早い復旧､ 復興を心より

お祈り申し上げます｡

私たちはテレビ・ラジオ等などのメディ

アでしか東北地方の震災後の生活は知るこ

とができませんが､ 想像以上の不安､ 苦し

み等があると察します｡ 今､ 私たちにでき

ることは何かと考えたときに､ なにも考え

つくことができず日々を過ごしています｡

これでいいのかと自問自答しています｡

ぜひ､ 国・公共団体の力強い支援で一日

でも早い復旧､ 復興を心よりお願いいたし

ます｡

さて､ 長崎会も今年度は役員改選で新体

制ができました｡ 針本会長をはじめ新役員

の方々には大変な時期ではありますが､ 一

丸となって頑張ってもらいたいと思います｡

現在の仕事の状況を考えた場合､ 会長が

スローガンに掲げた 『仕事量の拡大』 とい

うことを述べられていますが､ 日頃業務を

していてまさしくそのとおりだと思います｡

仕事がなければよりよい生活もできませ

ん｡

また､ 福島の原発事故の影響で節電を強

いられる状況となりました｡ 例年になく意

識して節電したつもりですが､ ついつい冷

房の温度を下げてしまいます｡

東北地方の方々のことを思えば反省しな

ければなりません｡

今回原稿を頂いた方には､ ご迷惑をお掛

けしてしまい大変申し訳ありませんでした｡

今後よりよい会報誌にするため､ 原稿をど

しどしお寄せください｡ よろしくお願いい

たします｡
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◆お問い合わせは…
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TASKalfa255c 898,000898,000.-

TASKalfa205c 798,000798,000.-

1W

590 590

360

FAX

KMJ-MK007

◆お問い合わせは…
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